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名古屋市における地域生活支援拠点のイメージ図

　　　地域生活

相談支援事業所

緊急時の受け入れ・対応

各種研修の実施

専門的人材の確保・養成

白抜き
H29.7.7付け国通知で示された地域生

活支援拠点に必要な5つの機能

・総合相談窓口

・区自立支援協議会の

運営等地域環境づくり

・人材育成

・地域連携コーディネー

ト事業

連携

障害福祉サービス事業所

［凡例］

体験の機会・場

障害者支援施設

地域生活支援拠点事業所

短期

入所

グループ

ホーム

連携

＜補助事業＞

・お試しグループホームの利用調整

・お助けショートステイの緊急時受入体制確保

・お助けショートステイ事前登録

・お助けショートステイでの緊急時受入

＜委託事業＞

・お試しグループホームの関係機関調整

・お助けショートステイの事前登録への協力

・お助けショートステイの緊急時連絡体制

・原則、グループホームに短

期入所2床以上併設

・地域の事業所等と連携

・短期入所空床情報の提供

・グループホーム1床を体験

利用用として確保

・短期入所1床を緊急受入用

として確保

事業及び事業所名称

市地域生活支援拠点事業

（平成30年度事業開始）

専門的人材の確保・養成

相談

相談

地域の体制づくり

連携

名古屋市（区役所）

障害者基幹相談支援センター
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